
第６０号議案 

 

 

町田市立保育園設置条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年(２０２４年)６月４日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市立保育園設置条例の一部を改正する条例 

町田市立保育園設置条例（昭和３４年１０月町田市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称、位置及び定員） 

第２条 前条に定める保育園の名称及び位置

は、別表のとおりとする。 

第２条 前条に定める保育園の名称、位置及び

定員は、別表のとおりとする。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

町田市立こう

さぎ保育園 

町田市相原町７９２番地 

町田市立金森

保育園 

 

町田市金森東一丁目１２番

１６号 

町田市立大蔵

保育園 

町田市大蔵町１，９８４番

地 

町田市立山崎

保育園 

町田市山崎一丁目２番１４

号 

町田市立町田

保育園 

町田市原町田六丁目２６番

１５号 

 
 

名称 位置 定員 

町田市立こう

さぎ保育園 

町田市相原町７

９２番地 

９６名 

町田市立金森

保育園 

町田市金森東一

丁目１２番１６

号 

１００名 

町田市立大蔵

保育園 

町田市大蔵町

１，９８４番地 

１２０名 

町田市立山崎

保育園 

町田市山崎一丁

目２番１４号 

１２２名 

町田市立町田

保育園 

町田市原町田六

丁目２６番１５

号 

８９名 

  

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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